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※注意事項

①　認定期間に関して、申請書が当組合に到着した月の初日より遡って発行はできません。

②　交付を受けましたら速やかに該当医療機関等に提示してください。

③　被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」にて申請が必要です。

④　有効期限が過ぎても返却がない場合は、事業所を通じて、返却のお願いをさせていただくことがございます。

※健康保険組合使用欄

（

係

マイナ保険証を利用することで限度額認定が適用されます〔申請不要〕

　　　　　これからマイナ保険証の利用登録、マイナンバーカードを発行する方は

健康保険限度額適用認定申請書

▶マイナ保険証をお持ちでは無い方

　　　　　限度額適用認定証の交付を希望の場合は下記を記入してご提出ください。

▶マイナ保険証をお持ちの方

常務理事 事務局長 次　長 業務課長 担当課長 係　長

氏名 生年月日
昭　和
平　成

年 月

被保険者
記号・番号

―
勤め先
事業所名

日

住所

〒

希望送付先 事業所 被保険者住所

）

療養を
受ける方

氏名 生年月日
昭　和
平　成
令　和

年

被保険者

電話番号

月 日

　　　　　　　本申請書の提出を事業主へ委任します。（委任する場合は☑）

備考

発効年月日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

有効期限 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

受付印

「提供する」を選択することで

「限度額認定」が適用されます

マイナンバーカードでの医療機関・薬局の受付方法
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裏 面

マイナンバーカードで受診できないことを防ぐために、事前にマイナポータルにアクセスして、医療保険の資格情報画面に

最新の情報が登録されていることを確認してください。

医療保険の資格情報画面が確認できれば、マイナンバーカードで受診する準備は完了です。
【医療保険の資格情報画面】

ご自身の登録状況は、マイナポータルで確認できます
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